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利用までの流れは？１ 利用までの流れは？１



＜一般相談支援＞ 区分不要

＜特定相談支援＞ 区分不要

（地域移行支援） 区分1～

（地域定着支援） 区分1～

＜地域活動支援センター＞ 区分不要

＜行動援護＞ 区分3～

＜同行援護＞ 区分不要

＜移動支援＞ 区分不要

＜居宅介護＞（ホームヘルプ）区分1～

＜重度訪問介護＞ 区分4～

＜重度障害者等包括支援＞ 区分6

＜訪問入浴＞ 区分不要

＜自立生活援助＞ 区分不要

障害福祉サービスの種類２ 障害福祉サービスの種類２

こんな時は…7 こんな時は…7

ご利用にあたっての確認・注意事項６ ご利用にあたっての確認・注意事項６

利用
開始前 □備前市では、相談支援専門員についていただくことを推

奨しています。利用サービスについて意向確認をした後
に相談支援専門員の調整をさせていただきます。（※1）

□事業所を見学し、プログラムの内容や空き状況、送迎の
有無等を確認しましょう。

□事業所から書面にて契約書及び重要事項説明書を受け
ましょう。

□サービス提供管理責任者から、個別支援計画作成につい
ての面談を受けましょう。

□初回利用前に個別支援計画の内容について説明を受け、
同意（署名）をしましょう。

□年に１回、事業所が実施する評価（アセスメント）にご
協力ください。

□受給者証の更新を希望する場合やサービス内容を変更
する必要がある場合は、申請書等をご提出ください。

受給者証
発行後

更新時期
等

□相談支援専門員やサービス提供事業所とサービスの
継続が必要か検討しましょう。

＜就労定着支援＞ 区分不要

＜就労移行支援＞ 区分不要

＜就労継続支援＞（ 型） 区分不要

（ 型） 区分不要

＜自立訓練＞（機能訓練） 区分不要

（生活訓練） 区分不要

＜就労選択支援＞ 区分不要

きのう

く ぶ ん ふ よ う



「地域生活支援事業」
ちい きせ いかつ しえん じ ぎ ょ う

＜意思疎通支援＞ 区分不要

＜日常生活用具の給付等＞ 区分不要

＜補装具の給付等＞ 区分不要

＜成年後見利用支援＞ 区分不要

＜生活介護＞ 区分3～

＜療養介護＞ 区分5～

＜日中一時支援＞ 区分不要

＜短期入所（福祉型）＞ 区分1～

＜短期入所（医療型）＞ 区分不要

＜施設入所支援＞ 区分4～

＜共同生活援助＞ 区分不要

サービス利用料の減免制度について５ サービス利用料の減免制度について５

所得区分 基準額

生活保護世帯・市民税非課税世帯

市民税課税世帯



備前市内の事業所一覧3 備前市内の事業所一覧3 自己負担額について4 自己負担額について4

区分 年齢 世帯の範囲


